
H27.3.2 政策会議 

資料１ 
総務部財政課 

 

 

今後の地方公会計の整備促進への対応について（案） 

 

 

 地方公会計の整備促進について、平成 27年１月 23日に、総務省から地方公共団体に対

し、別紙１のとおり、統一的な基準による財務書類等の作成要請がありました。三重県と

しては、平成 20年度決算分から総務省方式改訂モデルによる財務書類を作成・公表してい

るところですが、今後は下記のとおり対応していきます。 

 

１ 要請の主な内容 

〇 平成27年１月23日に取りまとめた、「統一的な基準による地方公会計マニュアル」

を参考にして、統一的な基準による財務書類等を原則として平成 27年度から平成

29 年度までの３年間で全ての地方公共団体において作成し、予算編成等に積極的

に活用されるよう特段のご配慮をお願いすること。 

〇 特に、公共施設等の老朽化対策にも活用可能である固定資産台帳が未整備である地

方公共団体においては、早期に同台帳を整備することが望まれること。 

・ 平成 27年度には関係機関における研修の充実・強化や標準的なソフトウェアの無

償提供も行う予定であること。 

・ 固定資産台帳の整備等に要する一定の経費については、今年度から特別交付税措

置を講じることとしていること。【平成 26年度～平成 29年度】 

 

２ 本県の対応方針 

（１） 全ての地方公共団体が統一的な基準に基づき財務書類等を作成することで、他都 

道府県との財務書類の比較が容易になることや、固定資産台帳を整備することで、

県民の皆さんや議会等に対し、より正確な財務書類を開示することができることな

どの利点があります。 

このため、平成 28年度決算に基づく財務諸表を平成 29年度に作成・公表すべく

「固定資産台帳の整備」や「発生主義・複式簿記の導入」に取り組んでいきます。 

（２） 整備にあたっては、これまでの県の取組や費用対効果等を踏まえ、まずは適切な

情報開示に資するよう対応することとし、その後、必要に応じ情報量を充実してい

きます。 

 

３ 具体の対応 

   財政課をリーダーとした実務担当者レベルの新公会計整備推進会議（以下「推進会議」）

を設置し、対応していきます。 

  推進会議のもとに、「財務書類・システム整備検討ワーキンググループ」及び「資産台

帳整備検討ワーキンググループ」を設置し、具体の検討を行い、ワーキンググループ（以

下「ＷＧ」）を横断する事項については幹事会にて調整・検討します。なお、推進会議

に含まれない部局においても整備に関する調査照会などに対応いただきます。 
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